
令和５年度三沢市結婚新生活支援金 Ｑ＆Ａ

Ｑ6-1  どのような費用が引越費用の対象となりますか。

Ａ  対象住宅への引越のため、引越業者又は運送業者に支払った費用が対象となります。

Ｑ6-2  婚姻を前提に、令和５年２月に引越業者を利用し、料金を支払いました。この場合は、引越費用の対象となりますか。

Ａ
 対象となりません。

 対象期間（令和５年４月１日～令和６年３月２９日）に支払った費用が対象経費となります。

６．対象経費（引越費用）について
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